
仕様書

１ 業務名  令和８年度大分県期間限定アンテナショップ（大阪）運営業務委託

２ 業務の目的

関西圏の消費者等に向け、ＫＩＴＴＥ大阪において期間限定で大分県の魅力をまるご

と持ち込んだアンテナショップを出店することにより、大分県の県産品、特に酒類等の高

付加価値商品などの販売に加え、大分県の魅力を広く発信し、今後の関西圏における県産

品の取扱量増加と消費拡大を目指す。

３ 履行期間 契約締結日から令和９年１月２９日まで

４ 委託内容

（１） アンテナショップの開設

① ショップコンセプト・店舗名

業務目的を踏まえ、独創性があり、訴求力のあるものとすること。

② 業務執行場所

ＫＩＴＴＥ大阪２階 Giftpad space（大阪府大阪市北区梅田三丁目 2 番 2 号）

（※注１）

③ 開設期間

令和８年１１月１日（日）から３０日（月）まで（１ヵ月）（※注１）

④ 店舗開店時間

11 時から 20 時までとする。

なお、施設側で営業時間の変更があった場合は、この限りでない。

⑤ 店舗レイアウト・設計（店舗面積：51.72 ㎡）

以下のア～ウの機能を有した効果的な店舗レイアウトを設計の上、商品陳列指示書

を作成し、施設管理者である株式会社ギフトパッドへ送付すること。なお、店舗内

の導線を十分に確保し、設計及び商品の設置、什器の確保等にあたっては、県及び

施設管理者と協議の上決定すること。（※注２）

（ア） 県産品の展示・販売コーナー

（イ） 県産品の試飲・試食コーナー

（ウ） 県の観光情報等 PR コーナー

⑥ 店舗装飾

    当スペースを訪れた消費者等が本県の県産品であると視認できる商品説明の装飾

や商品 POP 等を作成し、設置すること。なお、ポスターやミニのぼり、観光パンフ

レット等、県で用意可能なものについては県が提供する。装飾については、県及び施

設管理者と協議の上決定すること。県が提供する資材を使用する場合は、原則として、

貸出をした状態と同じ状態で返却すること。



    店内２か所のサイネージについては、県で用意をする。

⑦ 広報

    アンテナショップの概要及び期間中に行うスペシャルイベントの概要がわかるチ

ラシを作成するなどし、アンテナショップの開設について広く広報を行うこと。

  ※注１ ②及び③については、県において調整済み。施設管理者が運営する Giftpad 
space 店舗内の出店スペースへの出店を、別紙 Giftpad space 出店規約及び誓約

事項に同意の上、申込み及び出店規約に基づく契約を行うこと。なお、出店条件

及び区画平面図は別紙のとおりとする。施設の利用申込手続、支払業務その他施

設の利用に伴う手続及び契約については本業務に含むものとし、出店料、備品使

用料、手数料等は、受託者が施設管理者の指定する期日までに銀行振り込みの方

法により支払うこと。

  ※注２ 冷凍商品、冷蔵商品の取扱いができるよう什器のレンタルを行うこと。各コー

ナーにおける商品の選定及び販売方法等は下記「（２）アンテナショップの運

営」、「（３）PR」を参照すること。

（２）アンテナショップの運営

① 商品選定

選定する商品はＫＩＴＴＥ大阪の客層及び関西圏の消費動向を意識し、本県の県産

品の魅力が十分に訴求できるよう PR テーマを検討・決定すること。なお、商品選定と

PR テーマについては県及び施設管理者と協議の上決定すること。

また、来客数が見込まれる週末等に、販売促進のイベントを県が実施できるよう、商

品選定やレイアウトを調整すること。（例）〇〇特集、〇〇販売会

【酒類】

 ・50 種以上の商品を選定すること。

・酒類卸売業免許を有する者に再委託を行うなどし、酒税法上の酒類分類４種（発泡

性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類）を全て扱えるようにすること。（※注３）

【酒類以外】

・100～150 種程度の商品を選定すること。

・テーマに沿った農畜林水産物、加工食品、工芸品等をバランスよく選定すること。

  【ふるさと納税関連商品】

   ・各市町村から、ふるさと納税返礼品（１自治体あたり１～３種類程度）の提案があ

った場合は、当該提案商品について販売できるよう調整すること。なお、当該商品が

販売できない場合は、市町村内の別のふるさと納税返礼品を選定するなど、県と協議

のうえ、対応すること。



 ※注３ 酒類卸売業免許を有する者（以下、酒類卸業者とする）に再委託を行う場合は、

以下の点に留意すること。

    ・再委託を受けた酒類卸業者も別紙 Giftpad space 出店規約及び誓約事項に同意の

上、申込み及び出店規約に基づく契約を行う必要があるため、契約及び口座開設の

補助を行うこと。

    ・酒類卸業者に対して、酒類に係る商品提案・準備費用・運営費用等に係る経費と

して支払いを行うこと。ただし、販売価格の決定は、酒類卸業者と県が協議のうえ

決定し、また、施設管理者への酒類に係る販売手数料を除く売上の全ては酒類卸業

者の収入とする。

   ・以下の②から⑤については、酒類卸業者と調整のうえ対応すること。ただし、再

委託を行う場合であっても商品選定や在庫管理の全体統括は受託者が責任をもっ

て行うこと。

② 商品販売

原則施設管理者への委託販売とする。価格設定は受託者において行うこととし施設

管理者及び県と協議の上決定すること。酒類の販売については酒類販売業免許に伴う

調整が必要なため、別途施設管理者と協議をすること。再委託による酒類の販売の場合

等を除き、施設管理者への販売手数料を除く売上の全ては受託者の収入とする。

③ 試飲・試食

販売する商品の他に、一部試飲・試食用の商品及び試食用皿や爪楊枝等の食器類を用

意すること。消費者等に対する試飲・試食対応は施設管理者の手配で実施する。試飲・

試食を実施する県産品については施設管理者及び県と協議のうえ決定すること。

④ POS 登録用販売商品登録フォーマット作成

施設管理者から指定された様式で販売商品登録フォーマットを作成すること。

⑤ 商品発送

（ア）初回の納入について

原則、常温商品は販売開始１週間前着とし、冷凍冷蔵商品については、販売開始当

日の午前中着とすること。なお、商品発送にかかる運送費は受託者の負担とする。

（イ）在庫確認について

施設管理者から提供される在庫確認情報及び商品追加発注への対応をすること。

なお、商品の追加発送にかかる運送費は受託者の負担とする。

（ウ）販売終了後について

    アンテナショップでの販売終了後の在庫商品については、施設管理者から受託者

へ返送作業を行う。商品の返送にかかる運送費は受託者の負担とする。

（３）スペシャルイベントの開催

   アンテナショップ開設時期とあわせ、KITTE 大阪内スペース B を活用したスペシャ

ルイベントを開催すること。



① 業務執行場所

ＫＩＴＴＥ大阪２階スペースＢ（大阪府大阪市北区梅田三丁目 2 番 2 号）※４

② 開催日時

令和８年１１月７日（土）11 時から 20 時までとする。（※注４）

なお、施設側で営業時間の変更があった場合は、この限りでない。

③ 概要

アンテナショップと連携した、酒類のＰＲを中心としたイベントとすること。

・酒蔵による対面でのＰＲができる場とすること。

・酒蔵が試飲販売を実施できるようにすること。（机等の什器レンタル、床養生等）

・大分県のイベントとわかるような会場装飾を実施すること。

・酒蔵の参加に係る必要経費（参加事業者の旅費や商品配送経費、試飲資材等）の

負担、支払いを行うこと。

・参加事業者（酒蔵）の調整は、県と協議の上実施すること。

 ※注４ ①及び②ついては、県において＠JPcafe（スペース B 管理者）と調整済み。別

紙イベントスペースの案内に同意の上、＠JPcafe あて概要書・レイアウト案を提

出し、内容の確認・承認を KITTE 大阪／＠JPCafe から受けること。なお、イベ

ント内容については県と協議、調整をすること。承認後、利用申込書作成及び利用

申込書の提出をし、@JPCafe からの請求に基づき費用の支払い(原則実施初日の 10
日前まで)を行うこと。施設の利用申込手続、支払業務その他施設の利用に伴う手

続については本業務に含むものとし、出店料、利用諸経費、手数料等は、受託者が

施設管理者の指定する期日までに銀行振り込みの方法により支払うこと。

（４）PR 
商品陳列や POP 等は、県産品及び観光情報の魅力が消費者等に容易に伝わり、購入

を促すように工夫すること。また、店舗での購入以外の面で波及効果が見込まれる POP
等の設置（例：県公式オンラインサイトや県の観光案内サイトへ誘導する二次元コード

の POP、商品の説明動画を放映するためのタブレットやスピーカー等）は県と協議の

上決定すること。

（５）損害保険、損害賠償

① 業務期間中に発生した対人事故、対物事故についての補償を行う保険に加入するこ

ととし、その保険料は委託料から支出すること。

② 受託者が、故意又は過失により店舗、備品等を損傷し、又は滅失させたときは、受

託者の負担により原状回復すること。

③ 受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で第三者に損害を生じさ

せた場合には、その賠償の責めを負うものとする。



５ 成果物（報告書）等

（１）事業実施結果報告書（A4 版）電子媒体１部

（２）提出場所 大分県大阪事務所

（３）提出期限 令和９年１月１５日（金）

なお、事業実施結果報告書には、来場状況及び販売実績等について、株式会社ギフトパッ

ドからの報告を引用するなどし、定量的に把握可能なデータを整理の上、記載するものとす

る。記載項目は、次に掲げる事項を基本とするが、これらに限らず、必要に応じて適切に追

加するものとする。

来場者数：総計、日別、または期間区分別等の集計

販売実績：売上金額、販売数量等の集計

商品区分別販売状況：酒類および酒類以外の区分における販売状況

スペシャルイベント実施日における来場状況および販売状況

POS データ等を活用した販売実績の整理結果（取得可能な範囲）

６ その他

（１）業務実施にあたっての留意事項

① 受託者は、業務の実施にあたっては、県と十分に協議し、連絡を取り合い、県の指示

及び監督を受けること。

② 各業務上で必要となる権利の使用や転載許諾などに関する事項については、全て受

託者の責任において行うこと。

③ 本業務に関連して第三者が有する知的財産権の侵害の申し立てを受けた場合で、当

該申し立てが受託者の責めに帰すべき事由によるときには、受託者の責任（解決に要す

る一切の費用負担を含む。）において解決すること。

④ この仕様書に定めのない事項等については、別途協議し決定する。

（２）業務の実施体制

① 本業務の実施に当たり、十分な経験を有する業務全体を統括する責任者を置くこと。

② 統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。また、業務実施体制表

を作成し、県へ提出すること。

③ 統括責任者は、業務執行の進捗状況を常に把握し、定期的に県に口頭もしくは書面で

報告すること。

④ 天災等により、県が事業の中止または縮小を決定した場合、県は契約金額の範囲内で、

実施に要した経費をもとに受託者と協議して取り決めた金額を受託者に支払うものと

する。

 ⑤ その他、実施内容について疑義が生じた事項については、必要に応じて県と協議して

定めるものとする。
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